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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
原
子
力
施
設
再
稼
働
に
つ
い
て
の
政
府
の
方
針
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
安
全
性
を
徹
底
的
に
検
証
・
確
認
さ
れ
た
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
は
、
地
元
自
治
体
と
の
信
頼
関
係

を
構
築
す
る
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
、
運
転
再
開
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。
具
体
的
に
は
、
原
子
力
発
電
所
の
更
な
る
安
全

性
の
向
上
と
、
安
全
性
に
つ
い
て
の
国
民
・
住
民
の
安
心
と
信
頼
の
確
保
の
た
め
、
欧
州
諸
国
で
導
入
さ
れ
た
ス
ト
レ
ス
テ

ス
ト
を
参
考
に
、
新
た
な
手
続
や
ル
ー
ル
に
基
づ
く
安
全
評
価
（
以
下
「
総
合
的
安
全
評
価
」
と
い
う
。
）
を
事
業
者
が
行

い
、
こ
れ
を
経
済
産
業
省
原
子
力
安
全
・
保
安
院
（
以
下
「
保
安
院
」
と
い
う
。
）
が
評
価
し
、
更
に
そ
の
妥
当
性
を
内
閣

府
原
子
力
安
全
委
員
会
が
確
認
し
た
上
で
、
内
閣
総
理
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
原
発
事
故
の
収
束
及

び
再
発
防
止
担
当
大
臣
が
、
住
民
の
理
解
や
国
民
の
信
頼
が
得
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
も
踏
ま
え
、
運
転
再
開
の
可
否
を

判
断
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
現
在
、
保
安
院
に
お
い
て
、
事
業
者
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
総
合
的
安
全
評
価
の
結
果
に

つ
い
て
、
公
開
の
場
で
意
見
聴
取
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
よ
り
、
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
、
評
価
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
ま
た
、
地
元
自
治
体
に
対
し
て
は
、
政
府
が
前
面
に
立
っ
て
安
全
対
策
等
に
つ
い
て
丁
寧
に
説
明
し
、
そ
の
理
解
を

得
る
べ
く
努
め
て
ま
い
り
た
い
。


